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柏市立富勢小学校ＰＴＡ会則  

 

 

第 １ 章  名 称 及 び 所 在 地 

第１条  本会は，柏市立富勢小学校ＰＴＡと称し，事務局を柏市布施９２５番地（富勢小学校内）

に置く。 

 

第 ２ 章  目  的 

第２条  本会は，柏市立富勢小学校の児童の健やかな成長を図ることを目的とする。 

 

第 ３ 章  方 針 及 び 活 動 

第３条  本会は，自主独立の団体として，次の方針に従って活動する。 

１．本会は，特定の政党や宗教に関与せず，いかなる干渉や支配も受けない。 

２．本会は，児童の健全育成を図る他の団体や機関と相互協力する。 

      ３．本会は，学校管理・教職員人事に関与しない。 

 

第４条  本会は，第２条の目的を達するために次の諸活動を行う。 

１．学校と家庭との連絡 

２．教育環境の整備 

３．地域教育の振興と協力推進 

４．会員相互の研修と親睦 

 

   第 ４ 章  組 織 

第５条  １．本会の会員は，柏市立富勢小学校の児童の保護者と教職員とする。 

      ２．本会へは,自由意思で入会し,また退会することができる。 

        （１）本会への入会希望者は,入会届を提出することにより,入会することができる。 

        （２）本会への退会希望者は,退会届を提出することにより,退会することができる。 

 

第６条  本会には，次の審議機関を置く。 

      １．総会 

      ２．常任委員会 

 

第７条 本会には，執行機関として次の専門部を置き，また必要に応じて特別委員会を置く。 

１．子育て部 

２．文化祭部 

３．安全部 

 



 

 

 

 

第８条  本会には，次の本部役員・会計監査並びに事務局・顧問を置く。 

      会長  １名  ・  副会長  数名  ・  会計  数名   ・  書記  数名 

      会計監査  ２名   ・   事務局  ２名   ・   顧問  １名 

 

第９条  総会は，本会の最高議決機関であり，会員をもって構成する。 

      １．定期総会は，年度始めに１回開催し，会長が召集する。 

    ２．定期総会は，次に揚げる事項を審議決定する。 

        （１）事業計画 

        （２）予算 および 決算 

        （３）会則の改正 

        （４）役員の決定 

        （５）その他，必要事項 

      ３．臨時総会は，会長が必要と認めた場合または会員の３分の２以上の要求があった場

合に開くことができる。 

      ４．総会は，会員の３分の２以上の出席により成立する。ただし，委任状をもって出席に

代えることができる。 

      ５．総会の議長は，出席会員のうち役員以外の者から選出する。 

６．議決は，出席者（委任状を含む）の過半数とし，可否同数の場合は，議長の決する

ところによる。ただし，会則の改正は，出席者の３分の２以上の同意を得なければな

らない。 

７．Web総会,書面総会においては,回答をもって出席とする。 

 

第１０条  本部役員会は，本部役員及び事務局・顧問をもって構成され，必要に応じて会長が

召集し，本会運営の基本的事項を協議する。 

 

第１１条  常任委員会は，総会に次ぐ審議機関であり，本部役員・各専門部代表・事務局・顧問

をもって構成し，必要に応じて会長が召集する。 

 

第 ５ 章   役 員 及 び 専 門 部 の 任 務 

第１２条  会長は，本会を代表し，会務を統括する。 

 

第１３条  副会長は，会長を補佐し，会長に事故ある場合には，その職務を代行する。 

 

第１４条  書記は，総会及び常任委員会の議事の記録・保管にあたるとともに，本会の庶務を 

 行う。 

 

第１５条  会計は，総会で議決された予算に基づき，会計事務を処理するとともに，本会の庶務

を行う。 



 

 

第１６条  会計監査は，年度末に本会の会計を監査し，総会に報告する。 

 

第１７条  事務局は，会長・副会長のもと，本会諸活動の調整にあたる。 

 

第１８条  顧問は，必要に応じて本会運営に関し，助言することができる。 

 

第１９条  専門部は，次の活動を行い，各部会は各専門部代表が招集する。 

       １．子育て部は,児童の健やかな成長を図る事を目的とし子育ての環境を整える活動

を行う。 

       ２．文化祭部は，ＰＴＡが主催する文化祭の企画・運営を行う。 

       ３．安全部は，学区における安全に関する諸問題を審議し，解決する。 

            また,こども１１０に関する事務を行う。 

 

第２０条  特別委員会は，常任委員会の承認を得て会長が召集し，必要な事項を検討する。 

 

第 ６ 章  役 員 ・ 部 員 （委 員） の 選 考 と 任 期 

第２１条  本部役員・専門部員・会計監査の選考方法は,本部役員会が制定する細則をもって 

定める。 

  

第２２条  本部役員は,全学年より若干名選出する。 

 

第２３条  専門部員は,各学年より選出する。専門部代表は各部員の互選により選出する。 

 

第２４条  事務局は，教職員より２名選出するが，その選出については教職員に一任する。 

 

第２５条  顧問は，学校長をもってあて，会長が委嘱する。 

 

第２６条  専門部員の選出に際しては，常任委員会の承認をもって決定とする。 

 

第２７条  本部役員・専門部員・会計監査の任期は１年とする。ただし，再任は妨げない。 

 

第 ７ 章  経   理 

第２８条  本会の経理は，会費その他の収入をもってこれに充てる。 

 

第２９条  会費は，その年度の経済情勢その他の事情を考慮し，総会の承認を経て施行細則

で定める。 

 

第３０条  会計は，収支明細帳を備え，年度末に監査を受け，これを総会に報告し，承認を得な

ければならない。経理規定は，施行細則で定める。 



 

 

 

 

 

第 ８ 章  補   則 

第３１条  会長は，常任委員会の議決を経て，本会運営のための各種細則を定めることができ

る。ただし，次回の総会において報告承認されなければならない。 

 

第３２条  本会の年度切り替えは，毎年４月１日とする。 

 

附   則 

この会則は，昭和 ２２年 7 月 １１日から施行する。 

・  

・  要 略  

・  

令 和 ２ 年 12月 23日 一部改正 

令 和 ３ 年 12月  9 日 一部改正 

 

 

施 行 細 則 

第１条  会則第２９条により，平成２８年度以降の会費は２５０円とする。      

 

第２条  会則第３０条により，本会の経理規定は，次のとおりとする。 

１．会計担当者は，経理の明細を所定の出納簿ならびに帳簿等に，領収書及び支

払い命令書添付のうえ記入し，会員より提示を求められた場合には，応じなけれ

ばならない。 

２． 各専門部代表は，専門部費の有効な運用に努める。 

３． 会計担当者は，決算報告書を作成し，会長・事務局・各専門部代表の承諾を得

て，会計監査を受け，これを総会に報告し承認されなければならない。 

４． 新年度の予算案は，本部役員が起案し，常任委員会の審議を経て，総会に提

出するものとする。 

５． 予算案には常に予備費が計上されるが，予備費は総予算の 1割以内とする。な

お，予算額の執行過程における不用意な調整は，これを慎み，その必要が生じ

た場合には，常任委員会の承認を得なければならない。 

 

第３条  会員に慶弔事項が発生した場合には，次の慶弔規定に基づき諸事を執行する。 

１．死亡の場合は，次の金額に該当する弔意を表する。 

（１） 会員の場合は，本人のみ５,０００円。 

（２） その他の場合には，会長に一任する。 



 

２．慶賀の場合 

（１） 社会的に顕著な場合以外は行わない。行う場合には，先例になることを考慮

して慎重な審議を行い，記録に留めておく。 

（２） その他の場合は，会長に一任する。 

 

 

第４条  すべて先例になると考慮される事柄については，その内容を明記しておかなければな

らない。 

 

第５条  本会の引継ぎ物件は，次のとおりとし，保存を要する。 

１． 印鑑 

２． 会則 

３． 経理簿 

４． 活動記録簿 

５． その他必要と認めるもの 

附   則 

この細 則 は ,平 成 １１年 ４月 １７日 一部改正 

    ・  

    ・要 略  

    ・  

      令 和 ２ 年 １２月 ２３日 一部改正 

 

役 員 選 考 に 関 す る 細 則 

第１条  この細則は，ＰＴＡ会則第 6章に基づき役員選考について必要事項を定める。 

 

第２条  本部役員・専門部員・会計監査ともに,全会員を対象に立候補にて次年度の役員候補

を募る。 

 

第３条  本部は,本部役員候補者に対し説明会を開催し,後日,次年度本部役員候補を選出す

る。 

 

第４条  定期総会において承認された新役員は，その日から就任する。 

附   則 

この細則は，平成元年４月１日から施行する。 

         ・ 

         ・ 要 略 

         ・ 

           令 和 ２ 年 １２月 ２３日 一部改正 


